
令和３年度京丹後市職員（ふるさと創生）採用試験案内に係る正誤表 

令和３年８月１６日 

京丹後市市長公室人事課 

 

 

 「令和３年度京丹後市職員（ふるさと創生職員）採用試験案内」を以下のとおり一部修正します。 

 

№ 記載区分 表中の区分 修正前 修正後 

１ 
２ 試験日・会場・内
容・合格発表など 

試験内容 

２次試験 
グループワーク試験＋グループ面接試験 個人面接試験 

２ 
２ 試験日・会場・内
容・合格発表など 

試験方法及び
会場 

２次試験 

京丹後市役所にてグループワーク及びグルー
プ面接 

Zoom 等のオンラインツールを活用した Web 面
接 
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１ 職種・採用予定人数・受験資格など 

職種 一般事務職（社会人対象） 

採用予定人数 １０人 

受験資格 

次のいずれにも該当する方 

(1) 学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した方 

(2) 民間企業等における職務経験が令和３年５月３１日までにおおむね５年以上ある方 

(3) 直近の３年間、京丹後市に住んでいない方（平成３０年６月１日から令和３年５月３１日までの間、京丹後市に住民票がな

い方）で、京丹後市内に採用後に移住し、任期終了後に定住を目指していただける方 

(4) ４５歳までの方（昭和５１年４月２日以降に生まれた方） 

 

 

令和３年度京丹後市職員採用試験案内 

 

ふるさと創生職員（正規職員の任期付任用）を募集 
 

アフターコロナを展望した地方創生が求められる中、京丹後市に帰ってきたい、あるいは地方での暮らしと仕事をしたいと考えている方々

の受け皿として、正規職員の短期任用「ふるさと創生職員」の任用を令和２年度から実施しています。３年間の任期付短時間勤務（週３～４日

勤務）の地方公務員として働きながら、それ以外の時間で副業も可能です。 

令和３年６月１日 

京丹後市市長公室人事課 

■採用予定日 令和３年１０月１日（当該日以降の採用についても相談の上、可能） 

令和３年８月１６日修正 
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※ 受験資格に定める「職務経験」の取扱いについて 

① 職務経験には、会社員、団体職員、公務員等としての勤務のほか、自営業者等としての事業経験、ボランティア・ＮＰＯ等での活動経験を含み

ます。 

② その際、雇用形態・勤務時間等は問いませんが、休職期間（育児休業等）は職務経験に含めることができません。 

③ 同時期に複数の企業等に勤務していた場合は、いずれか一方のみを算入できます。 

 

（１）採用形態について 

採用形態の種類 勤務日数及び勤務時間 任期 

正規職員（任期付短時間勤務職員） 

勤務日数 週３～４日 

勤務時間 ８：３０～１７：１５（休憩１２：００～１３：００） 

ただし、週２日勤務を希望の場合は相談可 

３年 

※ 給与及び休暇等は、正規職員（常勤職員）のそれを基に、勤務日数等を勘案し決定します。 

※ 任期は、原則３年とします。ただし、３年以内の任期についても相談の上、可能とします。 

 

◎副業について 

   短時間勤務（週３～４日勤務）のため、副業が可能です。 

   〈参考例〉 

〇例１  週４日：ふるさと創生職員 ＋ 週１日：京丹後市内でフリーランスとして働く 

    〇例２  週４日：ふるさと創生職員 ＋ 週１日：京丹後市内で農業を行う（半農×半公務員型） 

    〇例３  週３日：ふるさと創生職員 ＋ 週２日：都市圏の企業の仕事をリモートワークで行う（逆参勤交代型） 

     ※例３は、京丹後市に暮らしながら、都市圏の企業の仕事を行うことができる。 

     ※副業を行う場合は、地方公務員法第３８条第１項の規定に基づく京丹後市職員服務規程第２５条第１項により、事前に「兼業許可申請

書」の提出が必要です（申請には兼業先の情報が必要）。なお、①兼業による心身の著しい疲弊のため職務の能率に悪影響を与える、

②兼業先と利害関係があるため職務の公正を確保できない、③報酬が社会通念上相当と認められる程度を超えるため公務の信用を損ね

る、といったことに該当する場合、副業（兼業）は許可されません。 
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（２）募集する業務分野等について 

  ① 業務分野については、原則第２希望まで応募可能とします。 

  ② 次の表のとおり募集しますが、業務内容については、応募者の意向・関心を踏まえ相談に応じます。 

  ③ 「業務内容（求める人材）」の詳細については、「別紙 業務分野等」をご覧ください。 

番号 業務分野 業務内容（求める人材）  担当部局 

１ 「地域の未来交通」推進担当 
～公共交通空白地の解消及び持続可能な公共交通の実現に向け、ＭａａＳの推

進等地域の未来交通のあり方を検討・推進する人材～ 
× 市長公室政策企画課 

２ コミュニティデザイン推進担当 
～持続可能な地域づくりを推進するため、多様なコミュニティ活動のコーディ

ネートや地域人材の育成に向けた方策などを推進する人材～ 
× 市長公室地域コミュニティ推進課 

３ ジェンダー平等推進担当 
～SDGsの目標の一つであるジェンダー平等、第2次京丹後市男女共同参画計画の

基本理念である男女が輝きともに築く「女性活躍新時代」を推進する人材～ 
× 市民環境部市民課 

４ 2050年ゼロ・カーボンシティ推進担当 
～2050年ゼロ・カーボンシティに向けた京丹後市のロードマップ作成をはじめ

として、二酸化炭素排出抑制に資する事業を企画立案・推進する人材～ 
× 市民環境部生活環境課 

５ 「デザイン×産業振興」推進担当 
～織物業、機械金属業の基幹産業を中心にブランド力と稼ぐ力の向上を図る産

業振興施策をデザイン思考をもって推進する人材～ 
× 商工観光部商工振興課 

６ 「産業×ＩＣＴ」事業推進担当 
～産業分野においてＩＣＴを積極的に活用し、企業間連携や人材交流等を進め

る「自然あふれるビジネスセンター事業」などを推進する人材～ 
× 

商工観光部商工振興課 

総務部デジタル戦略課 

７ 
「新観光地づくり」企画推進担当 

－京丹後市観光公社－ 

～ウィズコロナ・アフターコロナにおける京丹後市の観光の新たな価値を創造

し、全国に誇れる観光地づくりなどを推進する人材～ 
× 商工観光部観光振興課 

８ 「山と海をつなぐ観光」企画推進担当 
～「弥栄・丹後グリーンベルト（仮称）」“弥栄町野間地域～丹後町宇川・間人

地域”周遊による新たな観光を創造・推進する人材～ 
× 

商工観光部観光振興課 

農林水産部農業振興課 

農林水産部海業水産課 

９ 「まち×文化×アート」企画推進担当 
～京丹後市の魅力をアートの視点で発信し、心豊かな市民生活の実現と未来へ

つながる文化の薫り高いまちづくりを推進する人材～ 
× 教育委員会事務局生涯学習課 

１０ 「文化財×観光」企画推進担当 
～貴重な古代丹後王国などの歴史文化遺産と、京丹後市の豊かな観光資源を組

み合わせた更なる魅力づくりの方策を推進する人材～ 
× 

教育委員会事務局文化財保護課 

商工観光部観光振興課 
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（３）採用予定日 

   採用予定日は、令和３年１０月１日です。ただし、当該日以降の採用についても相談の上、可能とします。 

 

 

２ 試験日・会場・内容・合格発表など 

 １次試験 ２次試験 

試験内容 個人面接試験 個人面接試験 

試験日 令和３年７月中旬～７月下旬 令和３年８月中旬 

試験方法及び会場 Zoom等のオンラインツールを活用したWeb面接 Zoom等のオンラインツールを活用したWeb面接 

合格発表日 令和３年８月上旬 令和３年８月下旬 

合格発表方法 
・市ホームページに合格者の受験番号を掲載 

・１次試験受験者全員に通知 

・市ホームページに合格者の受験番号を掲載 

・２次試験受験者全員に通知 

※ 上記以外の試験内容の問い合わせについては、一切お答えできません。 

※ 試験日及び合格発表日の日程については予定であり、前後する場合があります。 
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３ 受験申込手続および受付期間 

申込書等 
人事課および各市民局にあります。また、市のホームページから申込書等をダウンロードいただけます。

(https://www.city.kyotango.lg.jp/) 

申込方法 

≪応募書類≫ 

(1) 受験申込書  自筆で記入のうえ提出 

(2) 最終学校卒業（見込み）証明書または卒業証書の写し 

(3) 自己推薦書  所定の用紙に、指定の題名について記入のうえ提出 

≪提出方法≫ 

必要事項を記入のうえ、受付期間内に人事課へ持参または簡易書留により郵送してください。 

受付期間 
令和３年６月１日(火) ～ 令和３年７月１６日(金)の 8：30 ～ 17：15（土曜日および日曜・祝日は除きます。） 

※郵送による場合は、令和３年７月１６日（金）17：15までに到着したものに限り受け付けます。 

※ 状況に応じ、追加募集を行うことがあります。 

 

 

４ 給与・その他 

（１） 給与 

給与は、「京丹後市の一般職の給与に関する条例」に基づき、学歴・経歴、勤務日等を勘案し、決定します。 

    〈参考例〉週４日・週３１時間勤務の場合（目安） 

大学卒業後の職務経験年数 
週４日勤務 

給料月額 期末勤勉手当（年額） 概算年収（期末勤勉手当を含む） 

５年～１０年 １６～１９万円程度 ７４～８８万円程度   ２７５～３１５万円程度 

１０年～１５年 １９～２０万円程度 ８８～９３万円程度   ３１５～３３２万円程度 

１５年～２０年 ２０～２１万円程度 ９３～１００万円程度   ３３２～３５７万円程度 

２０年～２３年 ２１～２２万円程度 １００～１０２万円程度   ３５７～３６７万円程度 
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※ 上記表は、あくまで参考例（目安）であり、給料の最低額を保証するものではありません。 

※ 現時点の条例に基づいていますが、給与改定等があった場合には、その定めによります。 

※ 上記のほか、通勤手当、住居費用補助がそれぞれの支給要件に基づき、支給されます。 

 

（２）休暇 

年次有給休暇、各種の特別休暇があります。（勤務日数等の採用形態により内容が異なります。） 

 

（３）福利厚生その他 

社会保険等 昇格・昇給 福利厚生 副業 

① 協会けんぽ、厚生年金 

② 雇用保険 

（※①及び②は、勤務時間が週20時間以上のとき加入） 

③ 労務災害 

無し 京都府市町村職員厚生会に加入します。 
可能 

※兼業許可が必要 

 

 

５ その他留意事項 

① 申込書および提出いただいた関係書類は、受付後はお返しできません。なお、提出いただいた書類に記載された個人情報は、職員採用試験ま

たは職員採用以外には使用しません。 

② 最終合格発表後、職歴証明書等の証明書類を提出していただきます。 

③ 地方公務員法第１６条に該当する人は受験できません。 

④ 合格者でも受験資格を欠いていることが明らかになった場合は、合格（採用）を取り消します。 

 

【申込書提出先・お問い合せ先】 

京丹後市市長公室人事課 （住所：〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷 889 番地 ／ 電話：０７７２－６９－０１５０） 

【お問い合せ相談窓口】 

有限責任事業組合 まちの人事企画室 担当：和田（電話：０９０－７５５６－２１７４ ／ メール info-oi-team@machi-jinji.co.jp） 



業務分野 業務内容（求める人材） 担当部局

1 「地域の未来交通」推進担当

～公共交通空白地の解消及び持続可能な公共交通の実現に向け、ＭａａＳの推進等地域の未来交
通のあり方を検討・推進する人材～

少子高齢化が進む中、高齢者や高校生等移動弱者の交通手段の確保がますます重要となってい
る。また、交通空白地解消に向けた新技術の導入検討など、持続可能な地域公共交通のあり方を早
期に構築する必要がある。
このため、ＷＩＬＬＥＲ株式会社と連携し新たなモビリティサービスの構築を進めているところである
が、市内各地域の状況や人口・世帯動向を踏まえた交通弱者の行動分析などを通じ、より有効で持
続可能な公共交通施策について、その企画立案及び推進する業務を担う。

× 市長公室政策企画課

2 コミュニティデザイン推進担当

～持続可能な地域づくりを推進するため、多様なコミュニティ活動のコーディネートや地域人材の育
成に向けた方策などを推進する人材～

既に各地域にも導入されている「地域おこし協力隊」との連携、地域課題や社会問題などをSNSなど
を利活用し自発的なコミュニティを立ち上げている人たちなど、若者や女性を新たな地域づくりにどの
よう取り込むかなどの課題がある中、令和7年度を目標に市内全域に新たな地域コミュニティ組織の
立ち上げに取り組んでおり、新たな組織の活動が始まる地域もある中、より良い地域づくり活動を目指
し、人と人・地域と地域・地域と行政とのつなぎ役、人材育成の仕組みづくり、情報発信、組織運営に
関する伴走支援の業務を担う。

× 市長公室地域コミュニティ推進課

3 ジェンダー平等推進担当

～SDGsの目標の一つであるジェンダー平等、第2次京丹後市男女共同参画計画の基本理念である
男女が輝きともに築く「女性活躍新時代」を推進する人材～

女性活躍を更に推進するためには、SDGsの目標５「ジェンダー平等を実現しよう」に掲げられるよう
に、あらゆる場面・分野において、女性が活躍できる環境（女性の参画・リーダーシップの機会の確
保、男性の育児参加促進など）を整えることが重要である。
これらのことを、京丹後市のまち全体で取り組みを進めるため、WEB広報やオンライン学習等SNSを
利用した広報活動をはじめ、市民や民間事業所等と一体となった取組を戦略的に推進する業務を担
う。

× 市民環境部市民課

4 2050年ゼロ・カーボンシティ推進担当

～2050年ゼロ・カーボンシティに向けた京丹後市のロードマップ作成をはじめとして、二酸化炭素排
出抑制に資する事業を企画立案・推進する人材～
　
令和2年12月に「2050年ゼロ・カーボンシティ」を宣言。令和3年度において、この達成に向けた本市
の将来ビジョンやシナリオの作成、具体的施策の検討、仕組みの構築に向けたロードマップ（戦略）の
策定を予定している。
令和3年度はロードマップの作成支援、次年度以降は、ロードマップに沿う施策の事業化（企画立
案・実施）、また、市民・事業者等の意識や行動、事業活動の変容を促すためのWEBやナッジ理論な
どを活用した普及啓発の取組を推進する業務を担う。

× 市民環境部生活環境課

【別紙】

業務分野等

1 



業務分野 業務内容（求める人材） 担当部局

【別紙】

業務分野等

5 「デザイン×産業振興」推進担当

～織物業、機械金属業の基幹産業を中心にブランド力と稼ぐ力の向上を図る産業振興施策をデザイ
ン思考をもって推進する人材～

京丹後市では古くから「織物業」「機械金属業」が基幹産業であるが、時代の変化により担い手など
の減少も見られる分野であり、伝統ある産業施策の一つとして、本市固有の文化・風土などの様々な
分野の観点から、デザイン的思考を中心として、本市の伝統ある基幹産業のブランド力の強化・情報
発信により、地元の基幹産業の「稼ぐ力」の向上を目指している。
製造業や観光業での幅広い分野のデザイン的な経験を活かし、地域や民間事業所等との連携を
図り、「織物業」「機械金属業」の基幹産業の商品開発、ワークショップなどを通じた地域資源の発掘・
活用、デザイン・アートに係る企画などを中心とした業務を担う。

× 商工観光部商工振興課

6 「産業×ICT」事業推進担当

～産業分野においてＩＣＴを積極的に活用し、企業間連携や人材交流等を進める「自然あふれるビジ
ネスセンター事業」などを推進する人材～

ウイズコロナの時代において、会社や事業所内で仕事を行うだけでなく、在宅勤務やワーケーション
など、仕事のスタイルも変化する中、ICT技術を利活用し、令和3年度から京丹後市内全域で「自然あ
ふれるビジネスセンター事業」を展開し、今後、市内全域で6か所の設置を検討しており、この事業の
ハード整備等を含めた取組を推進する業務を担う。

×
商工観光部商工振興課
総務部デジタル戦略課

7
「新観光地づくり」企画推進担当

－京丹後市観光公社－

～ウィズコロナ・アフターコロナにおける京丹後市の観光の新たな価値を創造し、全国に誇れる観光
地づくりなどを推進する人材～

新型コロナウイルス感染症対策を進める中、またコロナ後の社会を見据え、豊かな魅力ある観光資
源を有する京丹後市を、インバウンドだけでなく国内にも誇れる、新たな価値を付加した観光地づくり
等に係る企画立案、推進の業務を担う。
　※京丹後市観光公社での勤務を予定。

× 商工観光部観光振興課

8 「山と海をつなぐ観光」企画推進担当

～「弥栄・丹後グリーンベルト（仮称）」”弥栄町野間地域～丹後町宇川・間人地域”周遊による新た
な観光を創造・推進する人材～

京丹後市には、「海」（ブルーベルト）以外にも、自然豊かで魅力あふれる山々や田園などが広がっ
ている。その中でも、野間地域から丹後町宇川・間人地域（丹後半島森林公園スイス村～日本海が展
望できる碇高原ステーキハウス～宇川温泉よし野の里～道の駅てんきてんき丹後）は、「山」と「海」を
つなぐルートの一つして魅力ある場所（「弥栄・丹後グリーンベルト（仮称）」）である。
これらの観光資源の活用及び地域間連携を構築し、「京丹後市のこの地域でしたか味わえない、こ
の土地限定の価値の提供」ができる事業（ヘルスツーリズムなど）を企画立案、推進する業務を担う。

×
商工観光部観光振興課
農林水産部農業振興課
農林水産部海業水産課
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【別紙】

業務分野等

9 「まち×文化×アート」企画推進担当

～京丹後市の魅力をアートの視点で発信し、心豊かな市民生活の実現と未来へつながる文化の薫
り高いまちづくりを推進する人材～

市民や団体の文化芸術活動の支援策、担い手となる人材の育成、文化芸術事業の実施など、日常
の市民生活の中にどのように文化芸術活動を広げていけるのか、専門的な見地からマネジメント業務
を担う。また、文化芸術振興計画の令和4年度策定に向け、令和3年度から審議会を設置し議論を深
める中で、京丹後市における文化芸術施策の更なる充実を目指し、総合的・計画的に企画立案、推
進する業務を担う。

× 教育委員会事務局生涯学習課

10 「文化財×観光」企画推進担当

～貴重な古代丹後王国などの歴史文化遺産と、京丹後市の豊かな観光資源を組み合わせた更なる
魅力づくりの方策を推進する人材～

令和4年度に京丹後市文化財保存活用地域計画の策定を目指す中、本市内に数多く点在する貴
重な文化財（指定・登録文化財等270件ほか）を観光分野との連携により活用していくため、ソフト事
業（有形文化財や無形文化財（伝統芸能等）と観光資源を融合した取組等）やハード事業（アプロー
チ道の整備・トイレ整備・ライトアップの検討等）の企画立案、推進する業務を担う。

教育委員会事務局文化財保護課
商工観光部観光振興課
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